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付　　議　　事　　件 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 回定例会 

 番号 事　　　　　件　　　　　名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

 
1 さくら市手話言語条例の制定について 市　長

No.1 

P  4

 
2

さくら市情報通信技術を活用した行政の推進に関す

る条例の一部改正について
〃 P  7

 

3

行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につい

て

〃 P  8

 
4

さくら市職員の給与に関する条例等の一部改正につ

いて
〃 P 12

 
5

さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改

正について
〃 P 30

 
6

さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正について
〃 P 31

 
7

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正について
〃 P 32

 
8

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

条例の一部改正について
〃 P 33

 

9

さくら市工場立地法第 4 条の 2 第 1 項に規定する緑

地面積率等に係る準則を定める条例の一部改正につ

いて

〃 P 34

 
10 さくら市都市公園条例の一部改正について 〃 P 37

 
11 さくら市道路占用料徴収条例の一部改正について 〃 P 46

 
12

さくら市公共物管理及び使用料条例の一部改正につ

いて
〃 P 50

 
13 令和 6 年度さくら市一般会計補正予算(第 8 号) 〃 P 55

 
14

令和 6 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区 

画整理事業特別会計補正予算（第 2 号）
〃 P 87

 
15

令和 6 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算

（第 2 号）
〃 P103
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

 
16

令和 6 年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第 2 号）
市　長 P121

 
17

令和 6 年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第 4

号）
〃 P137

 
18 令和 7 年度さくら市一般会計予算 〃

No.2 

P  5

 
19

令和 7 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画

整理事業特別会計予算
〃

No.3 

P  5

 
20 令和 7 年度さくら市国民健康保険特別会計予算 〃 P 19

 
21 令和 7 年度さくら市後期高齢者医療特別会計予算 〃 P 45

 
22 令和 7 年度さくら市介護保険特別会計予算 〃 P 63

 
23 令和 7 年度さくら市水道事業会計予算 〃 P101

 
24 令和 7 年度さくら市下水道事業会計予算 〃 P125

 
25 市有財産の無償譲渡について 〃 P149

 
26 市道路線の認定について 〃 P150

 
27 さくら市教育委員会委員の任命同意について 〃 P151

 報告 

1

専決処分事項の報告について（さくら市給食センター

新築工事（建築工事）請負契約の変更（第 2 回））
〃 P152

 報告 

2

専決処分事項の報告について（さくら市給食センター

新築工事（機械設備工事）請負契約の変更（第 2 回））
〃 P154

 報告 

3

専決処分事項の報告について（さくら市給食センター

新築工事（電気設備工事）請負契約の変更（第 2 回））
〃 P156

 報告 

4

専決処分事項の報告について（喜連川中学校屋内運動

場等長寿命化改良工事請負契約の変更）
〃 P158

 諮問 

1
人権擁護委員候補者の推薦について（岩﨑 奨） 〃 P160

 諮問 

2
人権擁護委員候補者の推薦について（山口 昭子） 〃 P161 
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議 案 第 25 号  

 

 

　 　 　 市 有 財 産 の 無 償 譲 渡 に つ い て  

 

 

　 下 記 の と お り 市 有 財 産 を 無 償 で 譲 渡 し た い の で 、 地 方 自 治 法

(昭 和 22 年 法 律 第 67 号 )第 96 条 第 1 項 第 6 号 の 規 定 に よ り 、 議

会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

記  

 

1　 処 分 財 産 　 　 　 建 物  

2　 所 在 地 及 び 面 積  

所 　 在 　 さ く ら 市 氏 家 1777 番 2  

物 件 ① 　 　 　 （ 事 務 所 ）   木 造 平 屋 建 　 　 372 .28 ㎡  

そ の 他 物 件 　 （ 倉 庫 等 ）   木 造 平 屋 建 外 　 　   10 ㎡  

3　 相 手 方  

栃 木 県 塩 谷 郡 高 根 沢 町 桑 窪 2266 番 地 2  

社 会 福 祉 法 人 恵 友 会  

理 事 長 　 　 古 口 　 保  

4　 譲 渡 の 条 件  

譲 渡 後 、 180 日 以 内 に 解 体 す る こ と 。  

 

 

　 　 令 和 7 年 2 月 26 日 提 出  

 

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ く ら 市 長 　 　 뤷 塚  隆  志
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議 案 第 26 号  

 

 

　 　 　 市 道 路 線 の 認 定 に つ い て  

 

 

　 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第 180 号 ） 第 8 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、

市 道 路 線 を 認 定 す る た め 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 

 

　 　 令 和 7 年 2 月 26 日 提 出  

 

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ く ら 市 長 　 　 뤷 塚  隆  志 　 　 　

 整 理  

番 号
路 　 線 　 名 起 　 点 終 　 点

 1 市 道 U167 2 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 2 市 道 U167 3 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 3 市 道 U167 4 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 4 市 道 U167 5 号 さ く ら 市 長 久 保 さ く ら 市 押 上

 5 市 道 U167 6 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 6 市 道 U167 7 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 7 市 道 U167 8 号 さ く ら 市 馬 場 さ く ら 市 馬 場

 8 市 道 U167 9 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 9 市 道 U168 0 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家
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議 案 第 27 号  

 

 

　 　 　 さ く ら 市 教 育 委 員 会 委 員 の 任 命 同 意 に つ い て  

 

 

　 下 記 の 者 を さ く ら 市 教 育 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い か ら 、地 方 教

育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31 年 法 律 第 162 号 ）

第 4 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。  

 

 

記  

 

住 　 　 所 　 　 　  

 

氏 　 　 名 　 　 　 舩 生 　 正 興  

 

生 年 月 日 　 　 　  

 

 

　 　 令 和 7 年 2 月 26 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 뤷 塚  隆  志 　 　 　
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報告第 1 号 

 

 

　　　専決処分事項の報告について 

 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分をし

たので報告する。 

 

 

　　令和 7 年 2 月 26 日提出 

 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　　뤷 塚 隆 志
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専決処分第 1 号  

専決処分書  

 

　地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。  

 

　　令和 7 年 1 月 24 日  

さくら市長　뤷 塚 隆 志　　　  

 

　議会の議決を経た工事請負に関する契約について、契約金額を次のと

おり変更する。  

 

1 工事名  

さくら市給食センター新築工事（建築工事）  

（令和 6 年 3 月 15 日議決）  

 

2 契約の相手方  

船山・岡村特定建設工事共同企業体  

代表構成員　栃木県さくら市喜連川 6402 番地  

船山建設工業株式会社  

構成員　栃木県さくら市氏家 2544 番地  

　　　　　　　　岡村建設株式会社  

 

3 契約金額  

変更前　1,104,455,000 円  

変更後　1,106,226,000 円  

 

4 工期  

変更無し　令和 6 年 3 月 18 日～令和 7 年 6 月 10 日  

 

5 主な変更理由  

(1)設備のメンテナンス性を考慮し、設備周りに影響のある鉄骨・金属

類の仕様・数量を変更  

(2)内装（天井材）の必要性能を見直し、仕様を変更
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報告第 2 号 

 

 

　　　専決処分事項の報告について 

 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分をし

たので報告する。 

 

 

　　令和 7 年 2 月 26 日提出 

 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　　뤷 塚 隆 志
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専決処分第 2 号  

 

専決処分書  

 

　地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。  

 

　　令和 7 年 1 月 24 日  

さくら市長　뤷 塚 隆 志　　　  

 

　議会の議決を経た工事請負に関する契約について、契約金額を次のと

おり変更する。  

 

1 工事名  

さくら市給食センター新築工事（機械設備工事）  

（令和 6 年 3 月 15 日議決）  

 

2 契約の相手方  

野沢・コボリ特定建設工事共同企業体  

代表構成員　栃木県さくら市馬場 24 番地 1 

野沢エンジニアリング株式会社  

構成員　栃木県さくら市氏家 2433 番地 21 

コボリ工業株式会社  

 

3 契約金額  

変更前　962,236,000 円  

変更後　964,623,000 円  

 

4 工期  

変更無し　令和 6 年 3 月 18 日～令和 7 年 6 月 10 日  

 

5 主な変更理由  

　メンテナンス性や調理場としての使い勝手を考慮し、設備配管周りの

見直しや各種給水設備を増工した
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報告第 3 号 

 

 

　　　専決処分事項の報告について 

 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分をし

たので報告する。 

 

 

　　令和 7 年 2 月 26 日提出 

 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　　뤷 塚 隆 志
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専決処分第 3 号  

 

専決処分書  

 

　地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。  

 

　　令和 7 年 1 月 24 日  

さくら市長　뤷 塚 隆 志　　　  

 

　議会の議決を経た工事請負に関する契約について、契約金額を次のと

おり変更する。  

 

1 工事名  

さくら市給食センター新築工事（電気設備工事）  

（令和 6 年 3 月 15 日議決）  

 

2 契約の相手方  

横田・大進特定建設工事共同企業体  

代表構成員　栃木県さくら市葛城 1959 番地 2 

有限会社横田電気  

構成員　栃木県矢板市針生 39 番地 13 

大進電気工事株式会社  

 

3 契約金額  

変更前　394,867,000 円  

変更後　408,936,000 円  

 

4 工期  

変更無し　令和 6 年 3 月 18 日～令和 7 年 6 月 10 日  

 

5 主な変更理由  

賃金等の変動による請負代金額の増額（インフレスライド）
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報告第 4 号 

 

 

　　　専決処分事項の報告について 

 

 

　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分をし

たので報告する。 

 

 

　　令和 7 年 2 月 26 日提出 

 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　　뤷 塚 隆 志

-158-



専決処分第 4 号  

 

専決処分書  

 

　地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。  

 

　　令和 7 年 1 月 24 日  

さくら市長　뤷塚　隆志　　　  

 

　議会の議決を経た工事請負に関する契約について、契約金額を次のと

おり変更する。  

 

1 工事名  

喜連川中学校屋内運動場等長寿命化改良工事  

（令和 6 年 5 月 24 日議決）  

 

2 契約の相手方  

栃木県さくら市喜連川 6402 番地  

船山建設工業株式会社  

　代表取締役　船山　浩司  

 

3 契約金額  

変更前　195,800,000 円  

変更後　203,434,000 円  

 

4 工期  

変更無し　令和 6 年 5 月 27 日～令和 7 年 2 月 20 日  

 

5 変更理由  

（1）当初想定していなかった劣化の進行等が確認されたことや環境

改善を目的とした工事を実施する必要が生じたため。
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諮問第 1 号

人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員候補者に、下記の者を推薦したいので人権擁護委員法（昭

和 24 年法律第 139 号）第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見を求め

る。

記

住 所

氏 名 岩﨑 奨

生年月日

令和 7 年 2 月 26 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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諮問第 2 号

人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員候補者に、下記の者を推薦したいので人権擁護委員法（昭

和 24 年法律第 139 号）第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見を求め

る。

記

住 所

氏 名 山口 昭子

生年月日

令和 7 年 2 月 26 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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